
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気機器収納用箱の背面の両側に、 両
頭ボルトを取り付けておき、これらの両頭ボルトの軸部を受け金具の両側の取付孔にそれ
ぞれ通して 引っかけたうえ、ナットを締めることを特徴と
する電気機器収納用箱の取付方法。
【請求項２】
受け金具の取付孔がだるま孔であり、前記だるま孔の片側を縦向とし、反対側を横向とし
た請求項１に記載の電気機器収納用箱の取付方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ポール等への電気機器収納用箱の取付方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
ポール等に電気機器収納用箱を取り付ける場合、従来は図４に示すようにまずポール１に
受け金具２をバンド３を利用して取付け、次に電気機器収納用箱４の扉を開いた状態で電
気機器収納用箱４の内側からボルト５を受け金具２の取付孔６に通し、ナット７を締める
方法が採用されていた。
【０００３】
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ところがこのような従来の取付方法は、電気機器収納用箱４を保持して内側からボルト５
を通す人と、受け金具２側でナット７を締める人との二人で行わざるを得ず、一人作業が
できないという問題があった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は上記した従来の問題点を解決し、一人作業により電気機器収納用箱の取付けがで
きる電気機器収納用箱の取付方法を提供するためになされたものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記の課題を解決するためになされた本発明の電気機器収納用箱の取付方法は、電気機
器収納用箱の背面の両側に、 両頭ボルト
を取り付けておき、これらの両頭ボルトの軸部を受け金具の両側の取付孔にそれぞれ通し
て両頭ボルトを 引っかけたうえ、ナットを締めることを特
徴とするものである。この場合、受け金具の取付孔をだるま孔として、前記だるま孔の一
方を縦向とし他方を横向としておけば、取付けがより行い易くなるので好ましい。
【０００６】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の好ましい実施の形態を示す。
図１は本発明の電気機器収納用箱の取付方法を示す斜視図であり、図４について説明した
と同様、１はポール、２はこのポール１にバンド３を利用して取付けられた受け金具、４
は電気機器収納用箱である。受け金具２は両側に水平に開いた腕９、９を備えており、こ
れらの腕９、９に取付孔として図１に示したような上部が大きく下部が小さいだるま孔１
０、１０を設け、このだるま孔１０、１０の片側を縦向とし、反対側を横向として、取付
作業をより容易にするために横向だるま孔の小径部を横長としている。このような受け金
具２を予めポール１に取付けておく。
【０００７】
一方、電気機器収納用箱４の背面板８の両側には両頭ボルト１２を取り付けておく。両頭
ボルト１２は図２に示したように中央にフランジ部１３を備え、その両側に軸部１４を形
成し、受け金具２側の軸部１４の基端に係止用の段部１７を設けたものである。この軸部
１４の一方を電気機器収納用箱４の背面板８に貫通させ、ナット１５により固定しておく
。図３に示したように、両頭ボルト１２のフランジ部１３と背面板８との間にはパッキン
１６を介在させ、ナット１５の締めつけ力により防水性を確保することが好ましい。また
、軸部１４の径はだるま孔１０の大径部よりも小さく、小径部よりも大きくしておくとと
もに軸部１４の段部１７の軸径を小径部より小さくしておく。
【０００８】
取付けに際しては、電気機器収納用箱４を持ち上げて背面の片側の両頭ボルト１２の軸部
１４を横向のだるま孔１０の大径部に挿入した後、反対側の両頭ボルト１２の軸部１４を
縦向のだるま孔１０に挿入する。この状態で手を離しても軸部１４の段部１７がだるま孔
１０の小径部に引っかかるので、電気機器収納用箱４が落下することはない。そこで作業
者は電気機器収納用箱４の裏側にまわり、ナット１１を締めつけて両頭ボルト１２を受け
金具２に固定すればよい。また、ナット１１の径をだるま孔１０の大径部より小さく、小
径部よりも大きくし、両頭ボルトの受け金具２側の軸部１４に予めナット１１を軽く螺合
しておけば前記の取付方法と同様の効果を得ることができる。なお、取付孔はだるま孔に
限定されるものではなく、円形の取付孔にナットのついていない両頭ボルトや段部のつい
ていない両頭ボルトを挿入して仮止めしてもよいし、円形の他にもＶ字状またはＵ字状の
切欠きでもよい。
【０００９】
このように、本発明の方法によれば両頭ボルト１２を受け金具２のだるま孔１０に通すこ
とにより電気機器収納用箱４の仮止めが可能であるので、手を離して裏面からナット１１
の締めつけができ、一人作業による電気機器収納用箱４の取付けができる。しかも図３に
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示すように両頭ボルト１２のフランジ部１３と背面板８との間にパッキン１６を介在させ
れば、防水性を確保することができる。
【００１０】
なお、図１の例に示すように受け金具２の両側のだるま孔１０、１０の片側を縦向のだる
ま孔１０とし、反対側を横向のだるま孔１０とすれば、両頭ボルト１２の取付け誤差を縦
横両方向とも吸収することができるので、取付けがより行い易くなる。
【００１１】
【発明の効果】
以上に説明したように、本発明によれば一人作業により電気機器収納用箱をポール等に容
易に取り付けることができる。また特別な金具を用いる必要もないため、経済性にも優れ
る利点がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の電気機器収納用箱の取付方法を示す斜視図である。
【図２】本発明の要部を拡大して示す分解斜視図である。
【図３】両頭ボルト部分の断面図である。
【図４】従来の電気機器収納用箱の取付方法を示す斜視図である。
【符号の説明】
１　ポール
２　受け金具
３　バンド
４　電気機器収納用箱
５　ボルト
６　取付孔
７　ナット
８　電気機器収納用箱の背面板
９　受け金具の腕
１０　だるま孔
１１　ナット
１２　両頭ボルト
１３　中央のフランジ部
１４　軸部
１５　ナット
１６　パッキン
１７　段部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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